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OMIC Food Safety Newsletter No. 578 Apr 21, 2023 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 

=========================================================================================== 
★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 
1. モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％) 

                          (2023 年 4 月上旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

4/5 
インド産 

ケツメイシ 
総アフラトキシン 解除 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001084450.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 
 
2. 最近のタイ産品の輸入違反事例                           (2023 年 4 月上旬) 

日付 品名 不適格内容 基準 検査の種類 

4/4 
野草加工品及び香辛料： 
とうがらし（JINDA DRIED 
RED CHILI (CUT) 1000g）） 

アフラトキシン 
16 µg/kg（B1: 16.2 

µg/kg）検出 

10 µg/kg (アフラト
キシン B1、B2、G1及び
G2の総和) 

検査命令 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 
 
★ RASFFマンスリーレポート 

EU におけるタイ産品の違反状況                                   (2023 年 3 月下旬～4 月上旬) 
日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

3/31 イタリア 
ザボンの乾燥皮スライスに無許可の食品添加

物 E102（タートラジン）の使用 

border rejection 

notification 

4/6 ポーランド 
パイナップルスライスのシロップ漬け 

- 錫の最大許容濃度超え 

information notification 

for attention 

4/6 オランダ 
プレミックス飼料中のダイオキシンとダイオ

キシン様 PCB の総量 

information notification 

for attention 
 
★【ドイツ連邦リスクアセスメント研究所 BfR】食品中のピロリジジンアルカロイド類に関

するQ＆A 
ドイツの BfR が植物に天然に含まれる汚染物質のピロリジジンアルカロイド類（PA）に関する Q&A の更

新版を発表しています。数年前、茶やハーブティーから高濃度の 1,2-不飽和ピロリジジンアルカロイ

ド（PA）が検出されました。また、産地によっては、ある種のハチミツにも高濃度の PA を含有するも

のがあります。さらに、葉物サラダやハーブ/スパイスには、1,2-不飽和 PA を多量に含む Senecio 属の

ような PA を含む植物の一部が混入している可能性があります。PA 含有植物由来の、又はそうした植物

を含むフードサプリメントは、別の摂取源となる可能性があります。健康に有害な影響があるため、

1,2-不飽和 PA が食品及び飼料中に存在することは望ましくありません。BfR の意見では、1,2-不飽和

PA の食品への混入を減らすために、特に食品業界による更なる対策が必要であるとしています。 

※詳細は次の URL を御覧下さい。 
https://www.bfr.bund.de/cm/349/questions-and-answers-on-pyrrolizidine-alkaloids-in-food.pdf 
 
★【英国食品基準庁 FSA】培養動物細胞から製造された食肉製品におけるハザードの同定 
本報告書では、ハザードとして大きく、栄養、細胞培養に使用する培養成分由来の汚染、細胞培養の感

染（細菌、酵母、真菌、マイコプラズマ、ウイルス、エンドトキシン）及び細胞株に関連するリスクの

4 つの分野に分類し、各分野についての詳細を記述しています。結論では、全体として培養肉業界と規

制当局の双方から、個々の製品がもたらす可能性のあるハザードを理解するためのギャップを埋めるさ

らなる取り組みが必要であるとしています。本報告書は、培養肉の製造工程におけるハザードを同定

し、これらの製品を認可するためのリスク評価プロセスに役立てることを目的としています。 

※詳細は次の URL を御覧下さい。 
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/Cultured%20meat%20hazard%20identification%20final_0.pdf 
 
※次号の OMIC Food Safety Newsletter No.579 の発行は、2023 年 5 月 19 日とさせて頂きます。 
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